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招集ご通知

証券コード4416
2025年６月４日

（電子提供措置の開始日　2025年５月29日）
株　主　各　位

東京都港区芝大門一丁目10番11号
株式会社Ｔｒｕｅ Ｄａｔａ
代表取締役社長 米 倉 裕 之

当社ウェブサイト　https://www.truedata.co.jp/ir/meeting/

https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show

第25回定時株主総会招集ご通知
拝啓　平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、当社第25回定時株主総会を下記のとおり開催いたします
ので、ご通知申し上げます。
　本定時株主総会の株主総会参考書類等（議決権行使書用紙を除く）の内容であ
る情報（電子提供措置事項）は電子提供措置をとっておりますので、以下の当社
ウェブサイトにアクセスいただき、ご確認くださいますようお願い申し上げま
す。

　電子提供措置事項は、以下の東京証券取引所（東証）のウェブサイト（東証上
場会社情報サービス）でも掲載しておりますので、当社名又は当社証券コード
「4416」（半角）を入力・検索し、「基本情報」、「縦覧書類／PR情報」の順
に選択して、「縦覧書類」にある「株主総会招集通知／株主総会資料」欄よりご
確認いただけます。

東証ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）

　また、書面によって議決権を行使することができますので、お手数ながら株主
総会参考書類をご検討いただき、本招集ご通知とあわせてお送りする議決権行使
書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、2025年６月19日（木曜日）午後
５時45分までに到着するようご送付くださいますようお願い申し上げます。

敬　具

－ 1 －



2025/05/26 17:51:36 / 24179787_株式会社Ｔｒｕｅ Ｄａｔａ_招集通知_電子提供措置用

招集ご通知

１．日 時 2025年６月20日（金曜日）午前10時（受付開始　午前９
時30分）

２．場 所 東京都港区浜松町二丁目３番１号
日本生命浜松町クレアタワー６階
浜松町コンベンションホール　会議室１
（末尾の会場ご案内図をご参照ください。）

３．株主総会の目的事項
報 告 事 項 第25期（2024年４月１日から2025年３月31日まで）

事業報告及び計算書類報告の件
決 議 事 項
議 案 取締役（監査等委員であるものを除く。）５名選任の件

 

記

以　上

◎当日ご出席の際は、お手数ながら議決権行使書用紙を、会場受付にご提出くだ
さい。また、議事資料として本紙をご持参くださいますようお願い申し上げま
す。

◎議決権行使書面において、議案に賛否の表示がない場合は、賛成の意思表示を
されたものとして取り扱わせていただきます。

◎電子提供措置事項に修正が生じた場合は、上記インターネット上の当社ウェブ
サイト及び東証ウェブサイトに修正内容を掲載させていただきます。

◎株主総会にご出席の株主の皆様へのお土産のご用意はございません。
◎その他、株主様へのご案内事項につきましては、インターネット上の当社ウェ

ブサイト（https://www.truedata.co.jp/ir/meeting/）に掲載させていただ
きます。当社ウェブサイトより適宜最新情報をご確認くださいますようお願い
申し上げます。
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事業の経過及び成果、設備投資の状況、資金調達の状況、対処すべき課題

（2024年４月 1 日から
2025年３月31日まで）
事　 業　 報　 告

１. 会社の現況に関する事項
(1) 事業の経過及び成果

　当事業年度のわが国経済は、円安の影響等による物価高により実質所得が
伸び悩み足踏み状態ながらも、各種政策の効果もあって雇用・所得環境が改
善する中で個人消費は緩やかな回復がみられました。一方で、欧米における
高い金利水準の継続、それに伴う日本との金利差による円安基調、中国にお
ける不動産市場および個人消費の停滞継続、ウクライナ問題の長期化や中東
情勢のさらなる緊迫、米国の政策動向など海外の政治・経済の諸課題による
影響も大きく、景気の先行きに対する不透明感は続きました。
　当社は、全国に広がるドラッグストアやスーパーマーケット等の小売店に
おける消費者購買ビッグデータとＡＩ等テクノロジーを活用し、小売企業や
消費財メーカーなど顧客企業の収益拡大に貢献するソリューションの提供を
主力事業としています。当社の事業領域はビッグデータを用いた社会構造変
革や企業のデジタルトランスフォーメーション（ＤＸ）というメガトレンド
の追い風を受け、中長期的な成長が見込まれております。当社においてもこ
のような追い風を受けつつ、小売企業や消費財メーカーの顧客企業の開拓・
深耕が進み、成長トレンドが継続しております。
　当事業年度においては、中期的な成長の土台を確固たるものとするため
に、消費財メーカー向け主力サービスである「イーグルアイ」の販路拡大に
注力するとともに、小売業向けサービスである「ショッピングスキャン」に
関しても、提携先も含めた販売体制を強化し新規取引先開拓のための取り組
みを進めました。これらの主力サービスは、クラウド上のサービス提供に対
して月次課金型の使用料を受け取るビジネスモデルであり、ベースとなるス
トック型の安定的な収益を確保できるものです。具体的には、販路の拡大や
サービスの拡充を強力に推進するため、伊藤忠商事株式会社との食品業界の
データ利活用推進に向けた資本業務提携や、物流ロス削減・事業者ＤＸ推進
に向けた東京海上スマートモビリティ株式会社との業務提携に向けた基本合
意を締結し、広告領域ではアライアンス先との協業による広告効果の精度向
上に向けた新サービスの立ち上げなど、新たな事業領域におけるサービスの
顧客開拓に注力してまいりました。

　以上の結果、当事業年度における当社の売上高は1,554,285千円（前事業
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事業の経過及び成果、設備投資の状況、資金調達の状況、対処すべき課題

年度比2.4％減）となり、営業利益は48,468千円（前事業年度比24.2％
減）、経常利益は49,166千円（前事業年度比21.6％減）、当期純利益は
13,231千円（前事業年度比77.9％減）となりました。
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事業の経過及び成果、設備投資の状況、資金調達の状況、対処すべき課題

区 分

第24期
自　2023年４月 1 日
至　2024年３月31日

第25期（当期）
自　2024年４月 1 日
至　2025年３月31日 前期比

（％）
金額

（千円）
構成比
（％）

金額
（千円）

構成比
（％）

データマーケティング事業 1,593,040 100.0 1,554,285 100.0 △2.4

売 上 高 合 計 1,593,040 100.0 1,554,285 100.0 △2.4

(2) 設備投資の状況
　当事業年度中の設備投資の総額は86,153千円（ソフトウエア仮勘定を含
む）であり、その主なものは、メーカー向けソフトウエアの取得、顧客管
理・営業支援システムの取得、小売業向けソフトウエアの取得等によるもの
であります。

(3) 資金調達の状況
　該当事項はありません。

(4) 対処すべき課題
① ブランドの認知度向上

　当社が主な事業領域とする小売業界、消費財メーカーのサービス利用企
業の確保は、当社事業において重要な要素であり、ブランドの認知度向上
が重要な課題と認識しております。無償サービスである「ウレコン」の利
用やメディアでのデータ活用機会の増加、サービス導入企業の増加に伴っ
て当社サービスの利用者が拡大したこと等により、認知度は一定程度高ま
ってはいるものの、持続的な事業成長のためには、さらなる認知度の向上
が不可欠と考えております。この課題に対処するため、サービスのさらな
る利便性向上、消費者ビッグデータのさらなるデータ活用のノウハウの蓄
積など、データ提供価値の向上を積極的に行い、利用者向けサービスクオ
リティを強化し続けることで、「イーグルアイ」「ショッピングスキャ
ン」「ＰＯＳ分析クラウド」に代表される当社サービス利用者の満足度向
上に努め、クオリティの高いソリューションを提供する企業としてのブラ
ンド確立を着実に進めてまいります。
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② 収益基盤の多様化と強化
　当社は、購買データプラットフォームとして集信された消費者購買デー
タの分析サービス及び開示サービスを主な収益源としております。当社が
安定的な成長を続けていくためには、消費者ビッグデータの充実によるデ
ータ網羅性の拡大、データ活用ノウハウの蓄積によりデータ分析及びマー
ケティング領域での実績を積み上げ、顧客からの信頼に基づくリピート受
注を拡大させること等により、収益基盤を強化していくことが課題と認識
しております。この課題に対処するため、ＡＩ活用による高度なデータ分
析技術やサービス開発力を駆使し、データ分析の効率化に伴うマーケティ
ング業務の効率化などの顧客の要望に応えた新機能や新サービスの開発を
行っております。加えて、当事業年度にはビジネスアナリティクス領域、
広告領域などの新規領域のサービス開発にも積極的に取り組んでまいりま
した。顧客に高く評価される付加価値を持つ新機能・新サービスを開発す
ることにより、収益源の多様化を図ってまいります。

③ プラットフォームの価値の向上
　当社は、データマーケティングに不可欠な３領域である①データ、②テ
クノロジー、③教育プログラムを含むデータ活用ノウハウの全てにおいて
提供価値とクオリティを向上しつつ、データを収集・精製・管理・分析
し、多様なマーケティングソリューションで活用するためのビジネスプラ
ットフォームを提供するリーディングカンパニーとしての位置付けの盤石
化を図ります。
　データに関しては、ドラッグストアに加え、スーパーマーケットとのデ
ータ連携強化を図ることが最大の経営課題です。これと併せホームセンタ
ー、コンビニエンスストア、ＥＣなどの他業態の小売業のデータ連携によ
り、データの付加価値を高めていくことが重要と認識しております。
　テクノロジーに関しては、自社開発ソリューションのクオリティ強化を
継続しつつ、テクノロジーパートナーであるグローバルプラットフォーマ
ーとの協業を通じ、彼らが持つグローバルに競争力があるＤＸソリューシ
ョンと自社ソリューションを組み合わせることでクライアントへの提供価
値をさらに高めるとともに、互いの顧客基盤を連携することで販売の効率
化を図ることが重要と考えております。
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　教育プログラムを含む活用ノウハウに関しては、小売業から消費財メー
カーへのデータ外販支援を含め、データマーケティングに関連する様々な
活用ノウハウを蓄積しており、これらをベースとして、事業会社、教育研
究機関、地方公共団体等に対するデータマーケティングに係る教育機会の
提供を行っております。当社は、業績の持続的な成長と社会課題解決への
貢献の両立を目指す企業として、データマーケターの育成活動を通じて、
地域での雇用創出、地方経済や企業の発展に寄与していくことが、重要と
認識しております。この取り組みの一環として、地域性を持つデータを分
析し、マーケティング戦略の立案・実行につなげる専門性を有した「デー
タマーケティング人材」を育成すること、また、地域社会の人材確保のた
めに実践力のあるマーケティング人材の採用支援を図り、地域の雇用創
出、地方創生に貢献することを目的とする一般社団法人ビッグデータマー
ケティング教育推進協会に出資しております。

④ 業績の持続的成長と社会課題解決への貢献の両立
　データやテクノロジーを活用したマーケティングや市場変化への対応
は、大企業のみならず中堅・中小企業や地方経済においてもその重要度が
高まっております。
　当社はかねてよりデータマーケターの育成や、地方行政との連携、教育
研究機関や自治体と連携したＳＤＧｓやＥＳＧに関わる指標づくり、地域
雇用の活性化や女性のエンパワーメントをはじめとする取り組みにも力を
入れてまいりました。こうした社会課題の解決やサステナビリティに関わ
る領域への価値提供についての社会的な意義は今後ますます高まっていく
と認識しており、企業としての持続成長と並ぶ経営活動の基本戦略に位置
付けて取り組みを進めてまいります。

⑤ 組織力向上と人材育成
　当社の競争力の源泉は、データの力と人材の力であり、人材に関しては
特に採用と教育に力を入れております。当社のような規模の企業にとって
は、良質な人材の確保は最重要課題です。当社の価値観に共感し自ら成長
を求める人材を幅広く採用し、挑戦する舞台と教育の機会を用意すること
で、自律的なプロフェッショナルを育成することが企業の持続的な成長に
つながると信じております。
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　そのためにも、多様なバックグラウンドを持つ人材が活躍できる環境を
整え、様々な価値観や働き方を支えるインフラや制度を模索し、整備する
ことで、自律的なプロフェッショナルにとって魅力ある会社であり続ける
ことを目指しております。新卒採用と中途採用をバランス良く行いなが
ら、人を育てることで組織も成長し、互いの成長を促進する風土の醸成を
目指しております。
　教育プログラムとしては、専門性向上のためのテクニカル・スキルの教
育プログラムのみならず、リーダーシップ開発や人間力の向上を目指した
ヒューマンスキルのプログラム提供を行っております。具体的には、研修
等のプログラムに加え、専門のコーチによるリーダーシップ開発、チーム
ビルディング、女性リーダーのエンパワーメント、キャリアコーチングな
ど、コーチングプログラムの提供がそれにあたります。
　会社としては、全社員が安心して自らの持つ力を存分に発揮できる環境
を準備することで、組織としてのレジリエンシーを高めることが、何より
も重要と考えております。

⑥ 情報管理体制の強化
　当社の事業は、将来的な発展を期待される領域であると同時に、個人情
報をベースとしていることから、その社会的責任は極めて重いものと認識
しております。堅確な情報セキュリティは当社ビジネスを継続する上での
大前提であり、最優先で取り組むべき課題であります。プライバシーマー
クなど個人情報保護体制についても第三者機関から基準への適合性の認証
を取得し、厳格な運用を実施しておりますが、グローバルレベルの関連規
制を遵守することは当然としつつ、データマーケティングのリーディング
カンパニーとして、社内の統制や社員教育等、お客様や取引先に信頼され
る確かな取り組み、さらなるデータガバナンスとセキュリティ強化に向け
た取り組みを継続してまいります。

－ 8 －



2025/05/26 17:51:36 / 24179787_株式会社Ｔｒｕｅ Ｄａｔａ_招集通知_電子提供措置用

財産及び損益の状況、重要な親会社及び子会社の状況

区 分
第22期 第23期 第24期 第25期

（当期）
自 2021年４月 1 日
至 2022年３月31日

自 2022年４月 1 日
至 2023年３月31日

自 2023年４月 1 日
至 2024年３月31日

自 2024年４月 1 日
至 2025年３月31日

売 上 高 (千円) 1,313,834 1,440,271 1,593,040 1,554,285

経 常 利 益 (千円) 22,670 73,258 62,696 49,166

当 期 純 利 益 (千円) 15,485 33,996 60,000 13,231

１株当たり当期純利益 (円) 3.43 7.23 12.68 2.76

総 資 産 (千円) 1,297,455 1,278,029 1,362,572 1,362,640

純 資 産 (千円) 925,370 970,391 1,047,987 1,080,798

１株当たり純資産 (円) 197.36 205.36 219.31 223.59

(5) 財産及び損益の状況

（注）当社は2021年６月23日付で普通株式１株につき100株の株式分割を行っておりま
すが、第22期の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、１株当たり当期純利益
及び１株当たり純資産を算定しております。

(6) 重要な親会社及び子会社の状況
① 親会社の状況

　該当事項はありません。

② 子会社の状況
　該当事項はありません。
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主要な事業内容、主要な事業所、従業員の状況、主要な借入先及び借入額の状況、その他会社の現況に関する
重要な事項

(7) 主要な事業内容（2025年３月31日現在）
　当社の主要な事業は、ドラッグストアやスーパーマーケットなど全国の小
売業の顧客ＩＤ付きＰＯＳデータを活用した分析及び開示支援ツールを提供
するなど、データマーケティングに関わるサービス提供を行っております。
　当社のサービスは、メーカー向けソリューション、リテール向けソリュー
ション、あらゆる産業向けソリューションに分かれております。
　メーカー向けソリューションにおいては「イーグルアイ」「ドルフィンア
イ」「ＰＯＳ分析クラウド」等のサービスを提供しており、リテール向けソ
リューションにおいては「ショッピングスキャン」等のサービスを提供して
おります。
　あらゆる産業向けソリューションにおいては、消費者購買に関わるデータ
や分析レポート、広告・販促活動の効率化及び効果検証、ＡＩ等のデータ活
用支援サービスを提供しております。

(8) 主要な事業所（2025年３月31日現在）
本　社 東京都港区芝大門一丁目10番11号

従 業 員 数 前事業年度末比増減 平 均 年 齢 平均勤続年数

99（6）名 6名増 （－） 40.7歳 5.5年

(9) 従業員の状況（2025年３月31日現在）

(注) 従業員数は執行役員、正社員、契約社員の総数であり、臨時従業員数（アルバイ
ト）は（　）内に年間の平均人員数を外数表記しております。

借 入 先 借 入 残 高

株 式 会 社 日 本 政 策 金 融 公 庫 5,480千円

(10) 主要な借入先及び借入額の状況（2025年３月31日現在）

(11) その他会社の現況に関する重要な事項
　特筆すべき事項はありません。
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会社の株式に関する事項

(1) 発行可能株式総数 10,000,000株
(2) 発行済株式の総数 4,833,800株
(3) 株主数 2,808名

株 主 名 持株数（株） 持 株 比 率

株 式 会 社 プ ラ ネ ッ ト 1,176,000 24.32％

第 一 生 命 保 険 株 式 会 社 440,000 9.10%

AGB Nielsen Media Research B.V. 320,000 6.62%

米 倉 裕 之 183,400 3.79％

セ キ 株 式 会 社 180,000 3.72％

株 式 会 社 タ ケ オ ホ ー ル デ ィ ン グ ス 170,000 3.51％

株 式 会 社 博 報 堂 170,000 3.51％

株 式 会 社 博 報 堂 プ ロ ダ ク ツ 170,000 3.51％

伊 藤 忠 商 事 株 式 会 社 120,000 2.48％

株 式 会 社 大 木 72,500 1.49％

２．会社の株式に関する事項（2025年３月31日現在）

(4) 大株主

（注）自己株式は所有しておりません。

(5) 当事業年度中に職務執行の対価として会社役員に交付した株式の状況
　該当事項はありません。

(6) その他株式に関する重要な事項
　2025年３月31日までの新株予約権行使に伴う新株発行により、発行済株
式は55,400株増加いたしました。
　これにより、普通株式の発行済株式の総数は4,833,800株となりました。
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会社の新株予約権等に関する事項

第４回新株予約権 第５回新株予約権

発 行 決 議 日 2016年5月27日 2019年３月20日

新 株 予 約 権 の 数 416個　 30個　
新株予約権の目的となる
株 式 の 種 類 と 数

普通株式 41,600株
（新株予約権１個につき100株）　

普通株式 3,000株
（新株予約権１個につき100株）　

新株予約権の払込金額 払込みを要しない 払込みを要しない

新株予約権の行使に際して
出資される財産の価額

新株予約権１個当たり
35,000円

（１株当たり　350円）　

新株予約権１個当たり
40,000円

（１株当たり　400円）　
権 利 行 使 期 間 2018年６月18日から

2025年５月31日まで
2021年３月29日から
2028年５月31日まで

行 使 の 条 件 （注）１ （注）２

役 員 の
保有状況

取締役
(監査等委
員を除く)

取締役
(社外取締
役を除く)

新株予約権の数
416個

目的となる株式数
41,600株

保有者数
1名　

新株予約権の数
30個

目的となる株式数
3,000株

保有者数
１名　

社 外
取締役

新株予約権の数
－個

目的となる株式数
－株

保有者数
－名　

新株予約権の数
―個

目的となる株式数
―株

保有者数
―名　

取 締 役
( 監 査 等 委 員 )

新株予約権の数
―個

目的となる株式数
―株

保有者数
―名　

新株予約権の数
―個

目的となる株式数
―株

保有者数
―名　

３. 会社の新株予約権等に関する事項（2025年３月31日現在）
(1) 当事業年度末日において当社役員が保有している職務執行の対価として交

付された新株予約権等の状況
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会社の新株予約権等に関する事項

（注）１. 第４回新株予約権の行使の条件は、以下のとおりであります。
① 新株予約権の割当てを受けた者（以下「新株予約権者」という。）は、権利

行使時までの間、当社の取締役、監査役又は従業員のいずれかの地位を保有
していることを要し、それ以外の場合には新株予約権を行使できないものと
する。ただし、任期満了、定年退職その他当社が正当な理由があると認めた
場合は、この限りではない。

② 新株予約権者が死亡した場合、その者の相続人は新株予約権を行使すること
ができない。但し、当社が正当な理由があると認めた場合は、この限りでは
ない。

③ 行使請求日の前日の当社普通株式の終値（取引が成立しない場合はそれに先
立つ直近の取引日の終値）が、350円に1.5を乗じた額に満たない場合は、新
株予約権を行使することができない。

④ その他の行使の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する新株
予約権割当契約に定めるところによる。

２. 第５回新株予約権の行使の条件は、以下のとおりであります。
① 新株予約権の割当てを受けた者（以下「新株予約権者」という。）は、権利

行使時までの間、当社の取締役、監査役又は従業員のいずれかの地位を保有
していることを要し、それ以外の場合には新株予約権を行使できないものと
する。ただし、任期満了、定年退職その他当社が正当な理由があると認めた
場合は、この限りではない。

② 新株予約権者が死亡した場合、その者の相続人は新株予約権を行使すること
ができない。但し、当社が正当な理由があると認めた場合は、この限りでは
ない。

③ 行使請求日の前日の当社普通株式の終値（取引が成立しない場合はそれに先
立つ直近の取引日の終値）が、400円に1.5を乗じた額に満たない場合は、新
株予約権を行使することができない。

④ その他の行使の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する新株
予約権割当契約に定めるところによる。

３. 2021年６月23日付で普通株式１株につき100株の株式分割を行っておりま
す。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類と数」及び「新株予約
権の行使に際して出資される財産の価額」は調整されております。

(2) 当事業年度中に職務執行の対価として使用人等に交付した新株予約権等の
状況

　該当事項はありません。

(3) その他新株予約権等に関する重要な事項
　該当事項はありません。
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会社役員に関する事項

地 位 氏 名 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況

代表取締役社長 米 倉 裕 之

取 締 役 島 崎 尚 子 上席執行役員データマーケティング事業部
長

取 締 役 玉 生 弘 昌 株式会社プラネット　名誉会長

取 締 役 結 城 義 晴 株式会社商人舎　代表取締役社長

取 締 役 伊 藤 久 美

ＳＯＭＰＯホールディングス株式会社　社
外取締役
国立大学法人筑波大学　非常勤理事
株式会社良品計画　社外取締役
オフィスＫＩＴＯ合同会社　代表社員

取 締 役
（ 監 査 等 委 員 ） 石 原 弘 隆

東京あおい法律事務所　弁護士
文部科学省原子力損害賠償紛争審査会　特
別委員
文部科学省研究開発局原子力損害賠償紛争
和解仲介室　室長補佐

取 締 役
（ 監 査 等 委 員 ） 村 山 利 栄

インフロニア・ホールディングス株式会社　
社外取締役
前田建設工業株式会社　非業務執行取締役
株式会社ライスカレー　社外取締役
学校法人山野学苑　監事

取 締 役
（ 監 査 等 委 員 ） 保 井 俊 之

武蔵野大学ウェルビーイング学部　教授
叡啓大学ソーシャルシステムデザイン学部　
教授

４. 会社役員に関する事項
(1) 取締役の状況（2025年３月31日現在）

（注）１. 取締役玉生弘昌氏、取締役結城義晴氏、取締役伊藤久美氏、取締役（監査等委
員）石原弘隆氏、取締役（監査等委員）村山利栄氏及び取締役（監査等委員）
保井俊之氏は、社外取締役であります。

２. 取締役（監査等委員）石原弘隆氏は、弁護士資格を有しており、企業法務に関
する相当程度の知見を有するものであります。

３. 監査等委員会の監査・監督機能を強化するため、取締役（監査等委員を除
く。）からの情報収集及び重要な社内会議における情報共有並びに内部監査部
門と監査等委員会との十分な連携を可能とすべく、石原弘隆氏を監査等委員会
委員長として選定しております。

４. 当社は、取締役結城義晴氏、取締役伊藤久美氏、取締役（監査等委員）石原弘
隆氏、取締役（監査等委員）村山利栄氏及び取締役（監査等委員）保井俊之氏
を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に
届け出ております。

５. 2024年６月19日開催の第24回定時株主総会において、新たに村山利栄氏、保
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会社役員に関する事項

井俊之氏が取締役（監査等委員）に選任され、就任しています。
また、2024年６月19日開催の第24回定時株主総会終結の時をもって、川崎清
氏、壱岐浩一氏は取締役（監査等委員）を退任いたしました。

６. 監査等委員会が主体となり内部統制システムを通じた組織的な監査を実施して
いるため、必ずしも常勤者の選定を必要としないことから、常勤の監査等委員
を選定しておりません。
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会社役員に関する事項

(2) 責任限定契約の内容の概要
　当社は、会社法第427条第１項の規定により、取締役（業務執行取締役等
であるものを除く。）との間に同法第423条第１項の行為による損害賠償責
任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限
度額は、法令の定める最低責任限度額であります。

(3) 役員等賠償責任保険契約の内容の概要
　当社は会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保
険会社との間で締結し、当該保険により被保険者が負担することになる、被
保険者が会社の役員等の地位に基づき行った行為（不作為を含む。）に起因
した損害を補填することとしております。当該役員等賠償責任保険契約の被
保険者は当社取締役（監査等委員である取締役を含む。）及び執行役員であ
り、全ての被保険者について、その保険料を当社が負担しております。

(4) 取締役の報酬等
① 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
ア. 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の決定方法
　当社では、中長期的な成長に貢献できる人材を確保し、企業価値の持
続的な向上を図る原動力となる取締役の報酬制度について、中期経営計
画も踏まえた報酬体系を構築すべく、取締役の個人別の報酬等の内容に
係る決定方針（以下、「決定方針」という。）を、2021年２月17日の
取締役会において決議いたしました。

イ. 決定方針の内容の概要
　当社の取締役の報酬は基本報酬とし、将来的に業績連動報酬及び株式
報酬の導入を検討するものとする。また、個々の取締役の報酬の決定に
際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。
　当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任
年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しなが
ら、総合的に勘案して決定するものとする。

ウ. 当事業年度に係る取締役の個人別報酬等の内容が決定方針に沿うもの
であると取締役会が判断した理由

　取締役の個人別の報酬等の内容の決定に当たっては、代表取締役が決
定方針との整合性を含め多角的な検討を行って決定しており、取締役会
もその考えを尊重し決定方針に沿うものであると判断しております。
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区 分 支 給 人 員 数 報 酬 等 の 総 額

取締役（監査等委員を除く）
（ う ち 社 外 取 締 役 ）

4名
（2名）

53,035千円
（5,925千円）

取 締 役 （ 監 査 等 委 員 ）
（ う ち 社 外 取 締 役 ）

5名
（4名）

12,025千円
（10,625千円）

合 計
（ う ち 社 外 取 締 役 ）

9名
（6名）

65,061千円
（16,550千円）

② 取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
　取締役（監査等委員を除く）の報酬限度額は、2018年６月27日開催
の当社第18回定時株主総会において年額150百万円以内（使用人兼務
取締役の使用人分給与は含まない。）と決議いただいております。当該
定時株主総会終結時点の取締役（監査等委員を除く）の員数は８名（う
ち、社外取締役（監査等委員を除く）５名）です。
　監査等委員である取締役の報酬限度額は、2018年６月27日開催の当
社第18回定時株主総会において年額50百万円以内と決議いただいてお
ります。当該定時株主総会終結時点の監査等委員である取締役の員数は
３名（うち、社外監査等委員である取締役２名）です。

③ 取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
　当事業年度においては、2024年６月19日開催の取締役会にて、監査
等委員を含めたメンバーに具体的数値を提案、審議した内容に基づき、
取締役（監査等委員を除く）の個人別の報酬額の具体的内容の決定を代
表取締役社長米倉裕之に委任する旨の決議をしています。その権限の内
容は、各取締役の基本報酬の額であり、これらの権限を委任した理由
は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の評価を行うには、代表取締
役社長が最も適しているからであります。

④ 取締役の報酬等の総額

（注）１. 取締役（監査等委員を除く）のうち、１名は無報酬ですので、支給人員数には
含まれておりません。

２. 報酬等の種類別の内訳は、基本報酬のみであり、業績連動報酬等及び非金銭報
酬等は支払われておりません。
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(5) 社外役員に関する事項
① 重要な兼職先である他の法人等と当社との関係
・社外取締役玉生弘昌氏は、株式会社プラネットの名誉会長であります。
なお、同社は当社の大株主であり、同社より一部サービスの開発運用業
務を受注しております。

・社外取締役結城義晴氏は、株式会社商人舎の代表取締役社長でありま
す。当社は同社との間に特別な関係はありません。

・社外取締役伊藤久美氏は、ＳＯＭＰＯホールディングス株式会社及び株
式会社良品計画の社外取締役、オフィスＫＩＴＯ合同会社代表社員、国
立大学法人筑波大学の非常勤理事を兼務しております。なお、当社とそ
れらの会社等との間に特別な関係はありません。

・社外取締役（監査等委員）石原弘隆氏は、東京あおい法律事務所に所属
する弁護士であります。当社と同事務所との間に特別な関係はありませ
ん。

・社外取締役（監査等委員）村山利栄氏は、インフロニア・ホールディン
グス株式会社及び株式会社ライスカレーの社外取締役、前田建設工業株
式会社の非業務執行取締役、学校法人山野学苑の監事を兼務しておりま
す。なお、当社とそれらの会社等との間に特別な関係はありません。

・社外取締役（監査等委員）保井俊之氏は、武蔵野大学ウェルビーイング
学部教授及び叡啓大学ソーシャルシステムデザイン学部教授を兼務して
おります。なお、当社とそれらの大学等との間に特別な関係はありませ
ん。
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氏 名 出 席 状 況 及 び 発 言 状 況 等

取締役
玉 生 弘 昌

当事業年度に開催された取締役会16回のうち15回に出席
いたしました。長年にわたる上場企業の代表取締役として
の経験と、経営者としての高い見識に基づき、主に当社の
顧客業界の動向等について積極的に発言し、当社の経営全
般に対して助言を行っております。

取締役
結 城 義 晴

当事業年度に開催された取締役会16回のうち15回に出席
いたしました。長年にわたる企業の代表取締役としての経
験と、流通業界全般にわたる幅広い見識に基づいた意見を
積極的に発言し、当社の経営全般に対して助言を行ってお
ります。

取締役
伊 藤 久 美

当事業年度に開催された取締役会16回の全てに出席いたし
ました。グローバル企業などでの豊富な経験と経営者とし
ての高い見識に基づき、主にＩＴやマーケティングの観点
から積極的に発言し、当社の経営全般に対して助言を行っ
ております。

取締役（監査等委員）
石 原 弘 隆

当事業年度に開催された取締役会16回及び監査等委員会
12回の全てに出席いたしました。弁護士としての専門知識
に基づき、主に法務的な見地から客観的立場で積極的に発
言し、当社の業務執行を監督しております。

取締役（監査等委員）
村 山 利 栄

当事業年度に開催された取締役会13回のうち12回、監査
等委員会10回の全てに出席いたしました。投資銀行におけ
る豊富な職務経験と、経営者としての高い見識に基づき、
主に投資家目線での企業価値向上等に関して客観的立場か
ら積極的に発言し、当社の業務執行を監督しております。

取締役（監査等委員）
保 井 俊 之

当事業年度に開催された取締役会13回のうち12回、監査
等委員会10回のうち9回に出席いたしました。行政及び国
際機関における豊富な職務経験やアカデミアにおける幅広
い見識に基づき、客観的立場から積極的に発言し、当社の
業務執行を監督しております。

② 当事業年度における主な活動状況

（注）取締役（監査等委員）村山利栄氏及び保井俊之氏は、2024年6月19日開
催の第24回定時株主総会において選任されたため、開催回数が他の取締役及び
監査等委員と異なります。なお、各氏就任後の取締役会及び監査等委員会の開催
数は、取締役会13回、監査等委員会10回であります。
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報 酬 等 の 額

公認会計士法第２条第１項の業務の対価として当社が支払うべき
報酬等の額 27,600千円

公認会計士法第２条第１項の業務以外の業務の対価として当社が
支払うべき報酬等の額 －千円

当社が支払うべき報酬等の合計額 27,600千円

５. 会計監査人に関する事項
(1) 会計監査人の名称

EY新日本有限責任監査法人

(2) 報酬等の額

（注）１. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品
取引法に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区
分できませんので、当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額にはこれらの合
計額を記載しております。

２. 監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、監査計画の職務遂行状況及び
報酬見積りの算出根拠などが適切であるかどうかについて、必要な検証を行っ
た上で会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。

(3) 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
　当社監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第１項の各号のいずれ
かに該当すると認められた場合、監査等委員全員の同意により会計監査人を
解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は解任後最
初に招集される株主総会において、解任の旨及びその理由を報告します。
　また、上記の場合のほか、会計監査人の適格性、独立性を害する事由の発
生により、適正な監査の遂行が困難であると認められる場合、監査等委員会
は、会計監査人の解任又は不再任に関する株主総会の議案の内容を決定いた
します。
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６. 業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況
(1) 業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要
　取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
その他会社の業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要
は、当事業年度末日現在、以下のとおりであります。
① 取締役及び使用人の職務執行が法令及び定款に適合することを確保する

ための体制
　コンプライアンス体制の構築・維持については、監査等委員による取締
役の業務執行の監視に加え、社長の命を受けた内部監査担当者が、内部監
査規程に基づき、取締役及び使用人の職務の執行に関する状況の把握、監
視等を定期的に行い、社長に報告します。
　また、法令や社内規程上疑義のある行為等についてその情報を直接受領
する内部通報制度を整備・運用します。

② 取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
　取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理については、経営管理部門
担当部長が職務執行に係る情報を適切に文書又は電磁的情報により記録
し、文書管理規程に定められた期間保存・管理を行います。
　なお、取締役は、これらの文書等を常時閲覧できるものとし、担当役員
はその要請に速やかに対応します。

③ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
　危機管理体制については、リスク管理基本規程に基づいて、社長室をリ
スク責任部門とします。
　また、社長室は、具体的なリスクを想定、分類し、有事に備え、迅速か
つ適切な情報伝達をはじめとする緊急体制を整備するものとし、定期的に
取締役会に対してリスク管理に関する事項を報告します。
　なお、不測の事態が発生した場合には、社長を長とする対策本部を設置
し、早期解決に向けた対策を講じるとともに、再発防止策を策定します。
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④ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
　取締役会は、取締役会の運営に関する規程を定めるとともに、定時の取
締役会において重要事項を決定し、取締役に業務報告させることにより業
務執行の監督を行います。
　また、取締役の職務の効率性を確保するため、取締役の合理的な職務分
掌及び適切な執行役員の任命を行います。また、適切な権限の委譲及び部
門間の相互牽制機能を備えた「職務権限規程」を制定しております。
　さらに、社長及び各部門長が出席する「経営会議」において、当社の経
営戦略の策定及び進捗管理を行いその有効活用を図ります。

⑤ 監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合に
おける当該使用人に関する事項

　監査業務に必要な補助すべき特定の従業員の設置が必要な場合は、監査
等委員会がそれを指定します。また、内部監査担当者は、監査等委員会に
協力します。

⑥ 前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項
　監査等委員会より監査業務にかかる指揮命令を受けた従業員は、所属す
る上長の指揮命令を受けません。また、当該従業員の人事異動及び人事考
課を行う場合は、監査等委員会の意見を聴取し、その意見を十分尊重して
実施します。

⑦ 取締役及び使用人が監査等委員会に報告をするための体制その他の監査
等委員会への報告に関する体制

　取締役及び使用人は、重大な法令違反及び著しい損害を及ぼす恐れのあ
る事実を知ったとき等は、遅滞なく監査等委員会に報告するものとしま
す。監査等委員会は必要に応じていつでも取締役に対し報告を求めます。

⑧ その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体
制

　監査等委員会が重要な意思決定のプロセスや業務の執行状況を効率的か
つ効果的に把握できるようにするため、監査等委員はいつでも取締役及び
従業員に対して報告を求め、取締役は社内の重要な会議への監査等委員の
出席を拒否しません。
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　また、監査等委員会は、内部監査担当者及び会計監査人と緊密に連携
し、定期的に情報交換を行い、必要に応じて顧問弁護士との意見交換等を
実施します。

⑨ 反社会的勢力排除に向けた体制
　当社は、反社会的勢力との取引関係や支援関係を含め一切の接触を遮断
し、反社会的勢力からの不当要求は断固として拒絶します。
　反社会的勢力から経営活動に対する妨害や加害行為、誹謗中傷等の攻撃
を受けた場合は、人事総務部が対応を一元的に管理し、警察等関連機関と
も連携し、組織全体で毅然とした対応を行う体制を整備します。

⑩ 財務報告の信頼性を確保するための体制
　当社は適正な会計処理を確保し、財務報告の信頼性を向上させるため、
財務報告に係る内部統制の体制整備と有効性向上を図ります。

(2) 業務の適正を確保するための体制の運用状況
　業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は以下のとおりであり
ます。
① 当社の取締役会は、取締役８名（うち、社外取締役6名）で構成され、

当社の業務執行を決定し、取締役間の相互牽制により取締役の職務の執
行を監督しております。取締役会は「取締役会規則」に基づき、原則と
して毎月１回の定時取締役会を開催しているほか、経営上の重要事項が
発生した場合には、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。

② 当社の監査等委員会は、非常勤の監査等委員3名（社外取締役）で構成
され、原則として毎月１回の定時開催のほか、必要に応じて臨時開催し
ております。取締役会においては経営に関する重要事項についての意思
決定を行うほか、取締役から業務執行状況の報告を適時受け、取締役の
業務執行を監督しております。

③ 当社は、社長直轄の内部監査室を置き、内部監査計画に基づき、内部監
査を実施しております。内部監査担当者は、各部門の業務遂行状況を監
査し、結果を社長に報告するとともに、改善指示等を各部門へ通知し、
そのフォローアップに努めております。
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７. 会社の支配に関する基本方針
　当社では、会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者のあり方に関する
基本方針及び買収への対抗措置につきましては、特に定めておりません。
　一方で、大量株式取得行為のうち、当社の企業価値及び株主共同の利益に資
さないものについては適切な対応が必要と考えており、今後の法制度の整備や
社会的な動向も見極めつつ、慎重に検討を行ってまいります。

 

８. 剰余金の配当等の決定に関する方針
　当社は株主への利益還元を経営における重要課題の一つと位置付けておりま
す。しかしながら、当社はまだ成長途上の企業であると考えており、成長投資
に向けた財務体質の強化に加え、内部留保の確保を行い、事業の拡大と効率化
を図るための投資を実施していくことが中長期的な株主価値の最大化につなが
ると考えております。今後は、経営成績及び財政状態を総合的に判断しなが
ら、配当可能利益が生じた場合には剰余金の配当を実施する予定であります。
　当事業年度におきましては、当期純利益は４期連続の黒字を計上したもの
の、未だ利益剰余金がマイナスであるため、無配とさせていただきたく存じま
す。

（注）本事業報告中の記載金額は、表示単位未満の端数を切り捨てて表示しております。
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科 目 金 額 科 目 金 額

（ 資  産  の  部 ）

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

売 掛 金

前 払 費 用

そ の 他

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物 附 属 設 備

工具、器具及び備品

無 形 固 定 資 産

ソ フ ト ウ エ ア

ソフトウエア仮勘定

そ の 他

投資その他の資産

投 資 有 価 証 券

出 資 金

繰 延 税 金 資 産

そ の 他　

1,142,272

859,557

195,859

67,335

19,520

220,368

26,620

5,991

20,628

118,700

76,327

40,418

1,954

75,046

7,485

25,000

27,257

15,304　

（ 負  債  の  部 ）

流 動 負 債 278,021

買 掛 金 51,003

一年以内返済長期借入金 5,480

未 払 金 29,127

未 払 費 用 13,596

未 払 法 人 税 等 13,989

未 払 消 費 税 等 16,530

契 約 負 債 90,860

賞 与 引 当 金 22,702

そ の 他 34,731

固 定 負 債 3,820

資 産 除 去 債 務 3,820

負 債 合 計 281,841

（純 資 産 の 部）

株 主 資 本 1,080,798

資 本 金 1,370,469

資 本 剰 余 金 209,959

資 本 準 備 金 209,959

利 益 剰 余 金 △499,629

その他利益剰余金 △499,629

繰越利益剰余金 △499,629

純 資 産 合 計 1,080,798

資 産 合 計 1,362,640 負 債 ・ 純 資 産 合 計 1,362,640

貸　借　対　照　表
2025年３月31日現在

（単位：千円）

（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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損益計算書

科 目 金 額

売 上 高 1,554,285

売 上 原 価 659,441

売 上 総 利 益 894,843

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 846,374

営 業 利 益 48,468

営 業 外 収 益

受 取 利 息 527

雑 収 入 2,130 2,657

営 業 外 費 用

支 払 利 息 73

為 替 差 損 0

株 式 交 付 費 償 却 1,885 1,959

経 常 利 益 49,166

特 別 損 失

投 資 有 価 証 券 評 価 損 26,335 26,335

税 引 前 当 期 純 利 益 22,831

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 7,474

法 人 税 等 調 整 額 2,125 9,599

当 期 純 利 益 13,231

損　益　計　算　書
自　2024年４月１日　　至　2025年３月31日

（単位：千円）

（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

－ 26 －



2025/05/26 17:51:36 / 24179787_株式会社Ｔｒｕｅ Ｄａｔａ_招集通知_電子提供措置用

株主資本等変動計算書

株 主 資 本

資 本 金
資 本 剰 余 金

資 本 準 備 金 資本剰余金合計

当 期 首 残 高 1,360,679 200,169 200,169

当 期 変 動 額

新 株 の 発 行 9,790 9,790 9,790

当 期 純 利 益 － － －

当 期 変 動 額 合 計 9,790 9,790 9,790

当 期 末 残 高 1,370,469 209,959 209,959

株 主 資 本

純 資 産 合 計
利 益 剰 余 金

株主資本合計その他利益剰余金
利益剰余金合計

繰越利益剰余金

当 期 首 残 高 △512,860 △512,860 1,047,987 1,047,987

当 期 変 動 額

新 株 の 発 行 － － 19,580 19,580

当 期 純 利 益 13,231 13,231 13,231 13,231

当 期 変 動 額 合 計 13,231 13,231 32,811 32,811

当 期 末 残 高 △499,629 △499,629 1,080,798 1,080,798

株主資本等変動計算書
自　2024年４月１日　　至　2025年３月31日

（単位：千円）

（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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個別注記表

建物附属設備 ６年～15年
工具、器具及び備品 ４年～10年

個別注記表
１. 重要な会計方針に係る事項に関する注記
(1) 資産の評価基準及び評価方法

その他有価証券
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法

(2) 固定資産の減価償却方法
① 有形固定資産
　定率法によっております。
　ただし、2016年４月１日以降に取得した建物附属設備については定額法によって
おります。
　なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

② 無形固定資産
　定額法によっております。
　なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間（３年～
５年）による定額法その他合理的な方法を採用しております。

(3) 引当金の計上基準
賞与引当金
　従業員に対する賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき事業年度末まで
に発生していると認められる額を計上しております。

(4) 収益及び費用の計上基準
　クラウド上でサービスを契約期間にわたり提供するストック型売上においては、一
定の期間にわたり履行義務が充足されることから、契約期間の経過に応じて収益を認
識しております。
　目的に応じたソリューションを提供するスポット型売上においては、顧客に支配が
移転した時点で履行義務が充足されることから、引渡し時点において収益を認識して
おります。

(5) その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項
繰延資産の処理方法
株式交付費
３年で均等償却
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個別注記表

イーグルアイ ショッピング
スキャン その他 合計

メーカー向けソリューション 820,808 － 135,212 956,020

リテール向けソリューション － 256,879 51,684 308,564

あらゆる産業向けソリューション － － 289,700 289,700

顧客との契約から生じる収益 820,808 256,879 476,597 1,554,285

そ の 他 － － － －

外部顧客への売上高 820,808 256,879 476,597 1,554,285

当事業年度
（2025年３月31日）

ソフトウエア（POS分析クラウドなど） 65,018千円

２. 収益認識に関する注記
(1) 収益の分解
　当社は、データマーケティング事業のみの単一セグメントのため主要製品にて売上
を分解しております。

（単位：千円）

(2) 収益を理解するための基礎となる情報
　「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「収益及び費用の計上基準」に記載
のとおりであります。

３. 会計上の見積りに関する注記
外部へのサービス提供に用いるソフトウエア
(1) 当事業年度の計算書類に計上した金額

(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
　当該ソフトウエアは、年間契約での継続利用によるストック型売上を獲得する目
的で投資・保有するため減価償却を実施した後の未償却残高が翌期以降の見込み販
売収益の額を上回った場合に、当該超過額を一時の費用又は損失として処理するこ
ととしております。
　外部へのサービス提供にあたっては、サービスごとに用いるソフトウエアが異な
りうるため、当該ソフトウエアの評価における主要な仮定は、サービス別の見込販
売収益の額であります。
　なお、当事業年度には一時の費用又は損失として処理すべき対象はありませんで
した。
　当該見積りは、将来の不確実な経済条件の変動などによって影響を受ける可能性
があり、実際に発生した販売収益の金額が見積と異なった場合、翌事業年度の計算
書類において、ソフトウエアの金額に重要な影響を与える可能性があります。
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個別注記表

　有形固定資産の減価償却累計額 85,727千円

売上高 120千円

株式の種類 当 事 業 年 度
期首の株式数

当 事 業 年 度
増 加 株 式 数

当事業年度
減少株式数

当事業年度末
の 株 式 数

普通株式 4,778,400株 55,400株 － 4,833,800株

普通株式 76,600株

４. 貸借対照表に関する注記

５. 損益計算書に関する注記
関係会社との取引高
営業取引の取引高

６. 株主資本等変動計算書に関する注記
(1) 発行済株式の種類及び総数

（変動事由の概要）
増加数の内訳は、次のとおりであります。
新株予約権の権利行使による新株の発行による増加　55,400株

(2) 新株予約権に関する事項
　当事業年度の末日における新株予約権（権利行使期間の初日が到来していないもの
を除く）の目的となる株式の種類及び数
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個別注記表

繰延税金資産
賞与引当金 6,951千円
減価償却超過額 12,647
未払事業税 2,819
投資有価証券評価損 19,705
繰越欠損金 107,267
その他 7,547

繰延税金資産小計 156,938
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額 △99,247
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 △30,283
評価性引当額小計 △129,530

繰延税金資産合計 27,407
繰延税金負債
資産除去債務に対応する除去費用 150

繰延税金負債合計 150
繰延税金資産純額 27,257

貸借対照表計上額 時 価 差 額

(1) 長期借入金（※） 5,480 5,392 △87

負債計 5,480 5,392 △87

７. 税効果会計に関する注記
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

８. 金融商品に関する注記
(1) 金融商品の状況に関する事項
① 当社の資金運用については、投機的な取引は行わない方針であり、短期的な預金

等に限定して実施しております。
② 営業債権である売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。当該リスクに

関しては、信用管理基本規程に沿ってリスク低減を図っております。
③ 営業債務である買掛金は、１年以内の支払期日であります。

(2) 金融商品の時価等に関する事項
　2025年３月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、
次のとおりであります。なお、市場価格のない株式等は、含めておりません（（注
１）を参照ください。）。また、預金・売掛金・買掛金は、短期間で決済されるため
時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。

（単位：千円）

（※）一年以内返済予定の長期借入金を含めております。
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個別注記表

区 分 貸 借 対 照 表 計 上 額

非上場株式 7,485

出資金 25,000

１年以内
（千円）

１年超
２年以内
（千円）

２年超
３年以内
（千円）

３年超
４年以内
（千円）

４年超
５年以内
（千円）

５年超
（千円）

長期借入金 5,480 － － － － －

区 分
時 価

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

長 期 借 入 金 － 5,392 － 5,392

負 債 計 － 5,392 － 5,392

（注１）市場価格のない株式等
（単位：千円）

　これらについては、表には含めておりません。
（注２）長期借入金の決算日後の返済予定額

（単位：千円）

(3) 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
　金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じ
て、以下の３つのレベルに分類しております。
レベル１の時価：同一資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場価格に

より算定した時価
レベル２の時価：レベル１のインプット以外の直接又は間接的に観察可能なインプ

ットを用いて算定した時価
レベル３の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価

　時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それら
のインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低
いレベルに時価を分類しております。
時価をもって貸借対照表計上額としない金融負債

（単位：千円）

（注）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
長期借入金
　長期借入金は、元利金の合計額を借入期間に応じた利率で割り引いた現在価値で
算定しておりレベル２に分類しております。
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種 類
会 社 等 の
名 称
又 は 氏 名

議 決 権 等 の 所 有
（被所有）割合（％）

関連当事者
と の 関 係

取 引
内 容

取引金額
（千円） 科 目 期末残高

（千円）

役員 米倉裕之 (被所有)
直接　3.79 当社代表取締役

ス ト ッ
ク ･ オ プ
ションの
権利行使
（注）

13,965 － －

(1) １株当たり純資産額 223円59銭
(2) １株当たり当期純利益 2円76銭

９. 関連当事者との取引に関する注記
役員及び個人主要株主

（注）2016年５月27日開催の取締役会の決議に基づき付与されたストック・オプション
の当事業年度における権利行使を記載しております。なお、取引金額欄は、当事業年
度における新株予約権の権利行使による払込金額を記載しております。

10. １株当たり情報に関する注記

11. 重要な後発事象に関する注記
　該当事項はありません。
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会計監査報告

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 南 山 智 昭
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 池 田 洋 平

独立監査人の監査報告書
2025年５月23日

株式会社Ｔｒｕｅ Ｄａｔａ
取締役会　御中

EY新日本有限責任監査法人
東京事務所

　監査意見
　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社Ｔｒｕｅ Ｄ
ａｔａの2024年４月１日から2025年３月31日までの第25期事業年度の計算書類、す
なわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附
属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。
　当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企
業会計の基準に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての
重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監
査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監
査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定
に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果た
している。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと
判断している。

その他の記載内容
　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他
の記載内容を作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載
内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ
る。
　当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれてお
らず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

会計監査人の監査報告
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会計監査報告

　計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の
過程において、その他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識
との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外に
その他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断
した場合には、その事実を報告することが求められている。
　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類等に対する経営者及び監査等委員会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
して計算書類等を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重
要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した
内部統制を整備及び運用することが含まれる。
　計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作
成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められ
る企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該
事項を開示する責任がある。
　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執
行を監視することにある。

計算書類等の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正
又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告
書において独立の立場から計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示
は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の
利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断さ
れる。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の
過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施
する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表

示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人
の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものでは
ないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案
するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われ
た会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
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・経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、ま
た、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事
象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前
提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注
記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が
適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められて
いる。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業
会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等
の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示
しているかどうかを評価する。

　監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施
過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準
で求められているその他の事項について報告を行う。
　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関す
る規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事
項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な
水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を
行う。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべ
き利害関係はない。

以　上
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監査報告書
　当監査等委員会は、2024年４月１日から2025年３月31日までの第25期
事業年度の取締役の職務の執行を監査いたしました。その方法及び結果につ
いて以下のとおり報告いたします。

１. 監査の方法及びその内容
　監査等委員会は、会社法第399条の13第１項第１号ロ及びハに掲げる
事項に関する取締役会決議の内容並びに当該決議に基づき整備されている
体制（内部統制システム）の状況について取締役及び使用人等からその構
築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求
め、意見を表明するとともに、下記の方法で監査を実施いたしました。

① 監査等委員会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、会社の内
部統制部門と連携の上、重要な会議等における意思決定の過程及び
内容、主要な決裁書類その他業務執行に関する重要な書類等の内
容、取締役及び主要な使用人等の職務執行の状況、並びに会社の業
務及び財産の状況を調査いたしました。

② 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施してい
るかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行
状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、
会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するため
の体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関
する品質管理基準」（企業会計審議会）等に従って整備している旨
の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細
書、計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別
注記表）及びその附属明細書について検討いたしました。

２. 監査の結果
(1) 事業報告等の監査結果

① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況
を正しく示しているものと認めます。

② 取締役の職務の遂行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違
反する重大な事実は認められません。

監査等委員会の監査報告
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③ 内部統制システムに関する取締役会の決議の内容は相当であると認
めます。また、内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び
取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められませ
ん。

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果
　会計監査人EY新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当
であると認めます。

監 査 等 委 員 石 原 弘 隆 ㊞
監 査 等 委 員 村 山 利 栄 ㊞
監 査 等 委 員 保 井 俊 之 ㊞

2025年５月23日
株式会社　Ｔｒｕｅ Ｄａｔａ　監査等委員会

注）監査等委員　石原弘隆、村山利栄及び保井俊之は、会社法第２条第15号及び第
331条第６項に規定する社外取締役であります。

以　上
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取締役選任の件

候補者
番　号

氏　　　名
（生 年 月 日） 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 所 有 す る

当社の株式数

１
よね
米

 

　
くら
倉

 

　
ひろ
裕

 

　
ゆき
之

(1966年６月14日生)

    1990年    4 月 東京海上火災保険株式会社入
社

    2007年    2 月 ＧＥコンシューマー・ファイ
ナンス株式会社 クオリティ
部門 マスター・ブラックベ
ルト

    2008年    9 月 株式会社ぐるなび入社
2010年    3 月 同社　執行役員
    2011年    6 月 当社　取締役
    2012年    12月 当社　代表取締役社長（現

任）

183,400株

株主総会参考書類

議案及び参考事項

議　案 取締役（監査等委員であるものを除く。）５名選任の件
　取締役（監査等委員である取締役を除く。以下、本議案について同じ。）全員
（５名）は、本総会の終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取
締役５名の選任をお願いいたしたいと存じます。
　なお、本議案に関しましては、当社の監査等委員会は、全ての取締役候補者に
ついて適任であると判断しております。
　取締役候補者は、次のとおりであります。
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候補者
番　号

氏　　　名
（生 年 月 日） 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 所 有 す る

当社の株式数

２
しま
島

 

　
ざき
崎

 

　
なお
尚

 

　
こ
子

(1965年２月７日生)

    1987年    4 月 株式会社リクルート　入社
    1989年    1 月 株式会社リコー　入社
    2005年    1 月 株式会社ディーコープ　入社
    2011年    12月 当社　入社
    2013年    6 月 当社　リテールソリューショ

ン部長
    2014年    6 月 当社　執行役員リテールソリ

ューション部長兼マーケティ
ング営業部長

    2018年    7 月 当社　執行役員データマーケ
ティング部長

2023年    6 月 当社　取締役上席執行役員デ
ータマーケティング部長

2024年    4 月 当社　取締役上席執行役員デ
ータマーケティング事業部長
（現任）

23,000株

社 外
３

たま
玉

 

　
にゅう
生

 

　
ひろ
弘

 

　
まさ
昌

(1944年９月８日生)

    1985年    8 月 株式会社プラネット　常務取
締役

    1988年    12月 同社　専務取締役
    1993年    10月 同社　代表取締役社長
    2004年    1 月 同社　代表取締役社長　執行

役員社長
    2012年    10月 同社　代表取締役会長
    2019年    6 月 当社　社外取締役（現任）

2024年10月 株式会社プラネット　名誉会
長（現任）

－株
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取締役選任の件

候補者
番　号

氏　　　名
（生 年 月 日） 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 所 有 す る

当社の株式数

社 外
４

ゆう
結

 

　
き
城

 

　
よし
義

 

　
はる
晴

(1952年９月２日生)

    1977年    4 月 株式会社商業界入社
    1989年    1 月 同社　食品商業編集長
    1996年    8 月 同社　取締役編集担当
    2002年    8 月 同社　専務取締役編集統括
    2003年    8 月 同社　代表取締役社長
    2008年    2 月 株式会社商人舎　代表取締役

社長（現任）
    2008年    6 月 コーネル大学リテール・マネ

ジメント・プログラム・オ
ブ・ジャパン　副学長

    2008年    11月 当社　社外取締役（現任）
    2009年    4 月 立教大学大学院ビジネスデザ

イン研究科教授
    2015年    3 月 第一屋製パン株式会社　社外

取締役
    2016年    4 月 学習院マネジメントスクール

顧問

15,000株
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取締役選任の件

候補者
番　号

氏　　　名
（生 年 月 日） 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 所 有 す る

当社の株式数

社 外
５

い
伊

 

　
とう
藤

 

　
く
久

 

　
み
美

(1964年12月20日生)

    1987年    4 月 ソニー株式会社　入社
    1998年    10月 日本アイ・ビー・エム株式会

社　入社
    2008年    1 月 同社　副社長補佐
    2009年    6 月 米国IBM　本社コーポレート

ストラテジー部門ディレクタ
ー

    2010年    10月 日本アイ・ビー・エム株式会
社　日本ストラテジー部門　
理事

    2011年    1 月 同 社 　 ソ フ ト ウ エ ア 部 門　
Websphere事業部長

    2012年    1 月 同社　グローバル・テクノロ
ジー・サービス部門　ビジネ
ス・デベロップメント・エグ
ゼクティブ

    2014年    1 月 ＧＥヘルスケア・ジャパン株
式会社　ＣＭＯ

    2016年    4 月 立命館大学　客員教授（現
任）

    2016年10月 ４Ｕ Lifecare株式会社　取締
役ＣＯＯ

    2017年    7 月 株式会社Yext　ＣＭＯ
    2018年    4 月 ４Ｕ Lifecare株式会社　代表

取締役社長ＣＥＯ
    2018年    6 月 当社　社外取締役（現任）
    2020年    6 月 富士古河Ｅ＆Ｃ株式会社　社

外取締役
    2021年    6 月 ＳＯＭＰＯホールディングス

株式会社　社外取締役（現
任）

    2022年    1 月 国立大学法人筑波大学　非常
勤理事（現任）

    2022年    11月 株式会社良品計画　社外取締
役（現任）

    2023年    4 月 オフィスＫＩＴＯ合同会社　
代表社員（現任）

－株
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（注）１. 各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
２. 玉生弘昌氏、結城義晴氏及び伊藤久美氏は、社外取締役の候補者でありま

す。
３. 当社は、取締役候補者結城義晴氏及び伊藤久美氏を東京証券取引所の定めに

基づく独立役員として届け出ております。
４. 玉生弘昌氏を社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要は、他

の企業の代表取締役としての豊富な経験及び見識をもとに、当社の経営全般
に対し、助言・提言を行っていただくことにより、当社取締役会の機能強化
が期待できるためであります。同氏の社外取締役就任年数は、本総会終結の
時をもって6年です。

５. 結城義晴氏を社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要は、他
の企業の代表取締役としての豊富な経験及び見識をもとに、当社の経営全般
に対し、助言・提言を行っていただくことにより、当社取締役会の機能強化
が期待できるためであります。同氏の社外取締役就任年数は、本総会終結の
時をもって17年です。

６. 伊藤久美氏を社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要は、多
企業における経験及びＩＴ、マーケティング等の幅広い見識をもとに、当社
の経営全般に対し、助言・提言を行っていただくことにより、当社取締役会
の機能強化が期待できるためであります。同氏の社外取締役就任年数は、本
総会終結の時をもって7年です。
なお、同氏が2021年6月から現在まで社外取締役に就任しているSOMPOホ
ールディングス株式会社の子会社である損害保険ジャパン株式会社におい
て、その在任中に、独占禁止法に抵触すると考えられる行為及び同法の趣旨
に照らして不適切な行為に係る事案のほか、中古車販売会社による自動車保
険金不正請求に係る不適切な対応事案が発生しました。その詳細について
は、金融庁による行政処分内容及び同社が設置した第三者からなる社外調査
委員会の報告のとおりですが、同氏は当該違反行為への関与は一切無く、平
素よりグループコンプライアンス遵守に関する模範的取組についての提言を
適宜行うとともに、当該事案の判明後においては法令順守や再発防止のため
の提言を行うなど、その職責を適切に遂行しておりました。

７. 当社は、玉生弘昌氏、結城義晴氏及び伊藤久美氏との間で会社法第427条第
１項及び定款の規定に基づき、責任限定契約を締結しております。玉生弘昌
氏、結城義晴氏及び伊藤久美氏の再任が承認された場合は、各氏との当該契
約を継続する予定であります。

８. 当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保
険会社と締結しており、当該保険により被保険者が負担することになる法律
上の損害賠償金及び訴訟費用を当該保険契約により補填することとしており
ます。各取締役候補者が本総会で選任され、就任した場合には当該保険契約
の被保険者となります。なお、全ての被保険者について、その保険料を全額

－ 43 －



2025/05/26 17:51:36 / 24179787_株式会社Ｔｒｕｅ Ｄａｔａ_招集通知_電子提供措置用

取締役選任の件

当社が負担しております。
また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しており
ます。

以　上
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株主総会会場ご案内図

○場　所 東京都港区浜松町二丁目３番１号
日本生命浜松町クレアタワー６階
浜松町コンベンションホール　会議室１
TEL 03－6432－4075

○交　通 ＪＲ（山手線／京浜東北線）・東京モノレール
浜松町駅北口より徒歩約２分
都営地下鉄（浅草線／大江戸線）
大門駅と直結（Ｂ５出口）

株 主 総 会 会 場 ご 案 内 図

浜崎橋
ＪＣＴ

旧芝離宮
恩賜庭園

Ｂ５出口
北口

南口

大門
モ
ノ
レ
ー
ル

世界貿易
センタービル南館

浜崎橋
ＪＣＴ

首
都
高
速

Ｊ
Ｒ
浜
松
町
駅

大
門
駅

世界貿易
センタービル
（建設中）

都営大江戸線
文化
放送

至
品
川

日本生命浜松町クレアタワー６階

交番

世界貿易
センタービル前

浜松町コンベンションホール

都
営
浅
草
線


